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介護保険法（平成�年法律第���号）第��条第�項及び第��条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指

定介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第�	条第�号及び第���条の�第�号の規定により告示す

る。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�	�
号 平成�
年�月��日 (�)

事業者の名称 指定した事業 事業所の名称 事業所の所在地
指 定
年月日

出雲医療生活協同組合

通所リハビリテーショ
ン

大曲診療所 出雲市大津町�
��
平成�
年
�月�日介護予防通所リハビリ

テーション

出雲医療生活協同組合
訪問看護 出雲看護サービスセン

ター
出雲市大津町�
��

平成�
年
�月�日介護予防訪問看護

出雲医療生活協同組合
訪問看護 にし出雲訪問看護ステー

ションたんぽぽ
出雲市知井宮町��	

平成�
年
�月�日介護予防訪問看護

公立雲南総合病院組合

訪問リハビリテーショ
ン

公立雲南総合病院組合
雲南市大東町飯田
�番地
�

平成�
年
�月�日介護予防訪問リハビリ

テーション

独立行政法人国立病院機
構浜田医療センター

訪問リハビリテーショ
ン 独立行政法人国立病院機

構 浜田医療センター
浜田市黒川町���	

平成�
年
�月�日介護予防訪問リハビリ

テーション

� �

� �

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事 （高齢者福祉課） �

業者の指定

介護保険法の規定に基づく指定介護予防サービス事業廃止の届出 （ 〃 ） �

土地改良区の役員の就任及び退任 （農 村 整 備 課） �

公有水面埋立ての竣功認可（�件） （港 湾 空 港 課） �

� �

平成�
年度島根県保育士試験の実施 （青少年家庭課） �

肥料の登録の失効 （農畜産振興課） �
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平成�
年�月��日 (火)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報
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介護保険法（平成�年法律第���号）第���条の�の規定に基づき、次の指定介護予防サービス事業者から当該指定介護

予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第���条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定により、次の土地改良区から役員の就任及び退任の届出が

あったので、同条第��項の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

大田市久手町土地改良区

� 就任した役員の氏名及び住所

理事

山崎 宏幸 大田市鳥井町鳥越��－�番地

山崎 琢也 大田市久手町刺鹿����－�番地

長島 和雄 大田市久手町刺鹿��
�番地

熱田 昌平 大田市鳥井町鳥越���番地

高橋 武範 大田市大田町大田ロ���－�番地

田中 有祐 大田市長久町長久イ�
�－��番地

監事

安藤 和夫 大田市久手町波根西����－�番地

和田 勝代 大田市久手町波根西����－�番地

� 就任年月日

平成��年�
月��日

� 退任した役員の氏名及び住所

理事

生越 俊一 大田市久手町波根西����番地

生越 俊三 大田市久手町波根西����番地

荻野 晴男 大田市久手町波根西���番地	

後地 昭三 大田市久手町刺鹿���番地

生越喜久夫 大田市久手町刺鹿���番地�

渡邊 英富 大田市久手町刺鹿����番地

第����号 平成��年	月�
日(�)

事 業 者 の 名 称
サービスの
種類

事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
廃 止
年月日

安来市
介護予防短期
入所療養介護

介護老人保健施設コスモス
苑

安来市伯太町安田��

－�
平成��年
�月��日

安来市
介護予防通所
リハビリテー
ション

介護老人保健施設コスモス
苑

安来市伯太町安田��

－�
平成��年
�月��日



島 根 県 報

田原 洋司 大田市久手町波根西���番地

監事

田中 勝 大田市久手町波根西����番地

和田 義弘 大田市久手町刺鹿����番地

大田市久手町土地改良区

� 就任した役員の氏名及び住所

理事

若狭 省三 大田市久手町刺鹿���－	番地


 就任年月日

平成��年
月��日
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公有水面埋立法 (大正��年法律第��号) 第��条第�項の規定に基づき､ 次のとおり公有水面埋立てを竣功認可したの

で､ 同条第
項の規定により告示する｡

平成��年月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 竣功認可の年月日

平成��年�月��日


 竣功認可を受けた者

島根県 代表者 島根県知事 澄田信義

� 埋立区域の位置､ 区域及び面積

� 位置

出雲市河下町字川べり���－�、字峯ノ下���－続－�、���－続－�、字松崎���－続－�、���－
、���－�、

���－�、���－�、���－内－第�、���－内－第�、���－内－第�に接する道に接する国有海浜地の地先公有水面

� 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び①の地点と④の地点を順次に結んだ線、④の地点と⑤の地点を結ぶ垂水防波堤と

の境界線、⑤の地点と⑦の地点を結ぶ地点、⑦の地点と⑧の地点を結ぶ西防波堤との境界線及び①の地点と⑧の地点

を結ぶ平成��年の秋分の満潮位（Ｄ�Ｌ�＋����メートル）における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域。

①の地点 青木平三等三角点（北緯��度��分��秒���、東経���度��分��秒���、標高������メートル）から��度��分

��秒、��������メートルの地点

②の地点 ①の地点から度�分��秒、����メートルの地点

③の地点 ②の地点から��度�分��秒、����メートルの地点

④の地点 ③の地点から度�分��秒、������メートルの地点

⑤の地点 ④の地点から��度�分��秒、����メートルの地点

⑥の地点 ⑤の地点から���度�分��秒、����メートルの地点

⑦の地点 ⑥の地点から���度��分��秒、������メートルの地点

⑧の地点 ⑦の地点から���度�分��秒、�����メートルの地点

� 面積

���������平方メートル

 免許の年月日及び番号

平成��年月��日 ��指令港第号の


� 縦覧場所

第�����号 平成��年月��日 (�)



島 根 県 報

出雲市役所

���������	

公有水面埋立法 (大正��年法律第��号) 第��条第�項の規定に基づき､ 次のとおり公有水面埋立てを竣功認可したの

で､ 同条第�項の規定により告示する｡

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 竣功認可の年月日

平成��年
月��日

� 竣功認可を受けた者

島根県 代表者 島根県知事 澄田信義


 埋立区域の位置､ 区域及び面積

� 位置

隠岐郡隠岐の島町大字飯田�番、�番�、�番�及び番に接する主要地方道西郷布施線に接する地先公有水面

� 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び①の地点と②の地点とを結ぶ平成��年の秋分の満潮位（Ｄ�Ｌ�＋�����メートル）

における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域。

①の地点 隠岐郡隠岐の島町大字飯田字宮原�番地の国土地理院宮原四等三角点（北緯��度��分��秒���、東経���度

��分��秒���）から���度��分��秒、������メートルの地点

②の地点 ①の地点から���度分��秒、�����メートルの地点

� 面積

�����平方メートル

	 免許の年月日及び番号

平成��年�月��日 指令港第���号

� 縦覧場所

隠岐の島町役場


 �

児童福祉法（昭和��年法律第���号。以下「法」という。）第��条の第�項の規定に基づき、平成��年度島根県保育

士試験を次のとおり実施するので、島根県保育士試験規程（昭和��年島根県告示第���号）第
条の規定により公告す

る。

なお、試験の実施に関する事務は、法第��条の�第�項の島根県指定試験機関である社団法人全国保育士養成協議会が

行う。

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 試験日程

� 筆記試験

平成��年月�日（火）及び月日（水）

午前�時��分から午後	時まで

� 実技試験

平成��年��月��日（日）

第�����号 平成��年	月��日(�)



島 根 県 報

集合時間等については、実技試験受験票に記載される。

� 試験場所

� 筆記試験

松江市 松江市学園南�－�－�

くにびきメッセ

浜田市 浜田市殿町���－�

浜田商工会議所

� 実技試験

松江市西津田�－�－��

松江市総合文化センター（プラバホール）

� 受験手続

� 受験申請受付期間

平成�	年�月��日 (金) まで

�月��日までの消印があるものに限り受け付ける｡

� 受験の手引き（申請書）の入手方法

郵送による配布を原則とする。

受験の手引きを入手しようとするものは、下記
の機関へ返信用封筒（角形�号）に���円切手を貼り、住所・氏

名を明記し、別封筒（サイズ指定なし）に入れ、「保育士試験受験の手引き請求」と朱書きし、郵送により請求す

る。


 受験の手引き請求先及び受験申請書提出先及び問い合わせ先

〒���－�� 東京都豊島区高田�－�	－��

社団法人全国保育士養成協議会保育士試験事務センター

電話 ����－��	�－��

� 提出方法

受験申請は、郵送（簡易書留）に限る。

� 受験手数料

������円

� 合格通知等

合格者に、平成�	年��月��日（木）までに保育士試験合格通知書を通知する。

なお、筆記試験については、平成�	年�月��日（火）までに受験者全員に筆記試験結果通知書を通知する。

肥料取締法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により、次の肥料の登録は失効したので、同法第��条第�項の規定

により公告する。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第����	号 平成�	年
月��日 (�)

失 効
年月日

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
保証成分量

(％)
その他の規格

生産業者の氏名又は
名称及び住所

平成�	年

�月�日

島肥登第

���号

甲殻類質肥料粉

末
キララヒトデ

窒素全量 ���

りん酸全量 ��� 該当なし

漁業協同組合ＪＦしま

ね

島根県松江市御手船場

町���



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)

島 根 県 報第��	
�号 平成��年�月��日(
)


